
私たちは介護のプロを応援します！！

680-0846 鳥取県鳥取市扇町116 田中ビル2号館2階
ＴＥＬ：0857-21-6571 ＦＡＸ：0857-21-6572

URL：http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tottori/index.html

１ 雇用管理の改善
働きやすい職場環境づくりをお手伝いするために

２ 職業能力の開発
利用者のサービス向上のために

３ 介護関係機関との連携
介護分野の人材確保・定着のために

４ 情報の提供
介護労働者の理解のために

５ 福利厚生の充実
介護労働者の福祉の増進のために

各種相談・研修 ご相談ください！
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公益財団法人 介護労働安定センターの業務

業 務 目 的 業務の具体例

雇用管理の改善 働きやすい職場づくり支援

・雇用管理に係る相談援助
・介護労働者雇用管理責任者講習
・事業者支援セミナー
・介護労働実態調査 等

職業能力の開発
介護労働者等のキャリア形成を図り、利用
者サービス向上を支援

・キャリア形成に係る相談援助
・介護労働講習（実務者研修を含む）
・介護人材の養成研修
・資格取得のための講習
・在職者の向上訓練（講習等）

介護関係機関との連携
地域における関係機関とのネットワーク作り
及び地域の実情に 応じた役割分担の検討

・介護労働懇談会の実施

情報の提供 介護労働者の能力向上、有益な情報発信
・図書及びＤＶＤ等の発行
・介護情報サイトの運営
・好事例提供

福祉厚生の充実 介護労働者の福祉の増進
・傷害補償制度
・賠償責任補償制度
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厚生労働省所管の公益財団法人である介護労働安定センターは、介護労働に関する総合的
支援機関として、介護労働者の福祉の増進と魅力ある職場づくりをめざし雇用管理の改善，能力
の開発・向上など介護労働に関するさまざまな支援を実施しています。
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介護事業所の事業主や管理者の方を対象に社会保険
労務士、行政書士・労働基準法専門家・中小企業診
断士などが雇用管理等に関する相談に応じます。
・人事制度 勤務体系・職務基準・人事考課など
・賃金体系 昇給・各種手当・賃金規定など
・就業規則 労働基準法・就業規則見直しなど
・その他 助成金活用について

介護職員処遇改善加算等の取得支援
や諸規定の見直しに！

相談は貴事業所で実施し、できる限りご希望の時間に実施できるよう調整いたします。
また、ウェブ会議システムでの対応も行っておりますので、お気軽にお申込みください。

介護の職場で働く方の働きやすい職場環境づくりを
お手伝いするため、看護師や介護現場の経験がある
ヘルスカウンセラーが相談に応じます。
・健康管理
腰痛予防や感染症予防など

・ストレス対策／メンタルヘルス／ハラスメント
職場でのコミュニケーション・ストレスの
軽減方法や精神衛生の確保など

・介護に関すること

・その他

職員の健康管理に対策に！

職業能力（介護職員の研修・スキル）の向上のために、介護事業主の抱える課題や希望を専門家がお伺いしながら研
修計画策定等のお手伝いをします。
“職業能力の向上”って何なの？ 研修を受けさせたいけど、何から始めるの？
効果的な、モチベーションのあがる研修を計画したいけど・・

リーダーの育成や研修計画策定などに！

介護労働安定センターが委嘱する専門家と連携し介護事業所の雇用管理改善、従業
員の健康管理や介護労働者の人材育成について各種相談を無料で実施いたします。

無料支援サービスのご案内



詳しくは、介護労働安定センターＨＰをご利用ください

【情報提供】
・eﾗｰﾆﾝｸﾞ
・マニュアル

等の掲載

【情報提供】
各種調査結果の掲載【情報提供】

鳥取支部が実施する
各種イベント情報

http://www.kaigo-center.or.jp/
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介護労働の現状について
令和３年度 介護労働実態調査の結果

（R４年８月発表）
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【調査の概要】

 調査対象期日：令和3年10月1日

 調査対象期間：令和3年10月1日～10月31日

 「事業所における介護労働実態調査」と「介護労働者の就業実態と就業意識調査」 の２つを実施。

 事業所に対する調査

全国の介護保険サービス事業を実施する事業所から18,000事業所（鳥取：92事業所）を無
作為抽出してアンケートを実施。

有効調査事業所数：17,011（鳥取：81）

有効回答事業所数： 8,809（鳥取：43） 有効回答率：51.8％（鳥取：53.1％）

 労働者に対する調査

上記事業所に労働者調査票を3通送付（54,000人）、サービスの種類により指定した職種の方
3名を人選いただき実施。回答は、回答者より直接送付。

有効対象労働者数：51,033（鳥取：243）

有効回答労働者数：19,925（鳥取：98） 有効回答率：39.0％（鳥取：40.3％）
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所定内賃金、賞与の経年比較＜無期雇用職員※、月給の者＞
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【無期雇用職員、月給の者】
・所定内賃金は、244,969円（243,135円)で昨年度より1,834円の増加。
・賞与は605,212円（626,094円）で昨年度より20,882円の減少。
・無期雇用職員への賞与支給割合は、労働者の72.8％（78.2％）。

調査を開始した平成29年度より年々増加していたが、昨年は減少。

所定内賃金は微増、賞与は微減（事業所調査）

（ ）内は昨年度数値

※ 令和2年度は就業形態を「正規職員、非正規職員」から「無期雇用職員、有期雇用職員」とした。
平成28年度～令和元年度の記載額は、当時の就業形態「正規職員」を対象として掲載している。

593,483 598,438 599,505 
626,094 

605,212 

231,161 234,873 234,439 243,135 244,969 

200,000

400,000

600,000

H29 H30 R1 R2 R3

（円）

賞与

所定内賃金

（賞与支給割合） 74.1％ 76.6％ 78.2％ 72.8％
72.1％
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所定内賃金 調査結果一覧（事業所調査）

月給の者 日給の者 時間給の者 月給の者 日給の者 時間給の者

労
働
者
個
別

人
数
（
人
）

平
均
賃
金

（
円
／
月
）

労
働
者
個
別

人
数
（
人
）

平
均
賃
金

（
円
／
日
）

労
働
者
個
別

人
数
（
人
）

平
均
賃
金

（
円
／
時
間
）

労
働
者
個
別

人
数
（
人
）

平
均
賃
金

（
円
／
月
）

労
働
者
個
別

人
数
（
人
）

平
均
賃
金

（
円
／
日
）

労
働
者
個
別

人
数
（
人
）

平
均
賃
金

（
円
／
時
間
）

全 体 38,759 242,273 936 10,560 23,279 1,231 185 221,759 17 8,355 87 1,013

無期雇用職員 33,758 244,969 463 10,457 10,578 1,225 157 226,519 5 7,538 16 969

有期雇用職員 3,371 216,481 449 10,670 11,723 1,235 23 188,014 12 8,695 71 1,023

訪問介護員 6,032 224,126 223 11,239 9,118 1,319 24 220,135 8 7,454 16 1,070

サービス提供責任者 1,470 259,904 9 *9224 67 1,221 5 257,676 - - - -

介護職員 16,899 222,756 496 9,830 9,616 1,031 96 203,708 6 9,417 50 898

看護職員 5,737 282,249 143 11,597 3,651 1,490 27 247,666 3 8,633 20 1,258

介護支援専門員 4,474 264,577 30 10,618 401 1,328 13 262,815 - - 1 946

生活相談員 2,171 257,498 10 *9015 154 1,124 12 247,300 - - - -

(注）他の職種は省略。
(注)「＊」印があるデータは、サンプル数（回答数）が少なく（30未満）参考値の位置付け。
(注)労働者：事業所管理者（施設長）を除く。

事業所管理者（施設長） 4,957 370,087 8 *10030 55 1,334 23 281,497 - - 1 1,110

【全国】 【鳥取県】
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賞与 調査結果一覧（事業所調査）

労
働
者
個
別
人
数

賞与の有無

労
働
者
個
別
人
数

（
賞
与
あ
り
）

平
均
賞
与
（
円
）

賞
与
あ
り(

％)

賞
与
な
し(

％)

全 体 42,430 71.5 9.2 30,350 590,699

無期雇用職員 36,826 72.8 8.7 26,803 605,212

有期雇用職員 3,781 63.1 14.0 2,386 419,978

鳥取 204 76.0 8.8 155 582,692

事業所管理者（施設長） 5,474 58.6 20.8 3,209 818,485

鳥取 24 87.5 8.3 21 927,005
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介護職員処遇改善加算を算定した事業所は全体の
74.9％であった。
算定した事業所の対応のうち、「諸手当の導入・

引き上げ」を行った事業所が61.4％と多かった。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の
取得、対応状況（事業所調査）

介護職員等特定処遇改善加算を算定した
事業所は65.4％で、全体の約6割が算定してい
ることが分かった。
算定した事業所の対応のうち、

「職員全体の処遇改善」を行った事業所が34.5
％であった。

61.4

55.4

35.7

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70

諸手当の導入・引き上げ

一時金の支給

基本給の引き上げ

その他

介護職員処遇改善加算の対応

34.5

32.6

32.2

0 10 20 30 40

職員全体の処遇改善

経験・技能のある

介護職員の処遇改善

介護職員全体の処遇改善

介護職員等特定処遇改善加算の対応

（％）

（％）



従業員の不足感は事業所
全体で63.0%と前年度より
上昇している。

職種別では、訪問介護員
は依然80％を超えており、
不足感は高い状況が続いて
いる。

介護職員の不足感は令和
1年度から下降しているが
64.4％と半数以上が不足感
を感じている。

運営する上での問題点とし
て「良質の人材確保が難し
い」が全国でも半数、鳥取
では６割近くになる。

介護人材の不足感・運営するための問題点（事業所調査）
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全体 鳥取

良質の人材確保が難しい 49.8 58.1

今の介護報酬では、人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない 39.3 39.5

指定介護サービス提供に関する書類作成が煩雑で、時間に追われている 28.1 27.9

経営（収支）が苦しく、労働条件や労働環境改善がしたくてもできない 25.7 27.9

教育・研修の時間が十分に取れない 27.8 23.3

新規利用者の確保が難しい 25.5 23.3

介護従事者の介護業務に関する知識や技術が不足している 10.6 14.0

介護従事者の介護業務に臨む意欲や姿勢に問題がある 6.3 14.0

管理者の指導・管理能力が不足している 7.0 7.0

経営者・管理者と職員間のコミュニケーションが不足している 4.4 4.7

介護従事者間のコミュニケーションが不足している 4.7 4.7

特に問題はない 4.8 2.3

利用者や利用者の家族の介護サービスに対する理解が不足している 3.6 0.0

介護保険の改正等についての的確な情報や説明が得られない 3.7 4.7

雇用管理等についての情報や指導が不足している 2.9 2.3

その他 1.8 0.0



採用率と離職率の経年比較（訪問介護員、介護職員の2職種計）
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採用率と離職率（事業所調査）

【訪問介護員、介護職員の1年間（令和2年10月1日から令和3年9月30日まで）の採用・離職率】

・採用率は14.8％(16.2％）…昨年度と比較すると1.4ポイントの減少。

・離職率は14.1％(14.9％) …経年で比較するとゆるやかな減少傾向。
平成17年度以降、一番低い離職率となった。

（ ）内は昨年度数値

19.4

17.8
18.7

18.2

16.2

14.8
16.7

16.2
15.4 15.4

14.9
14.1

10.0

15.0

20.0

25.0

H28 H29 H30 R1 R2 R3

採用率 離職率

（％）



• 厚生労働省から、令和4年8月31日に「令和3年 雇用動向調査結果の概要」
が公表されました。

• 全産業における令和3年度の入職率、離職率及び入職超過率は、次のとおり
となっています。

• ・入職率＝14.0％（前年と比べて0.1ポイント低下）⇔ 14.8%（介護）
・離職率＝13.9％（前年と比べて0.3ポイント低下）⇔ 14.1%（介護）
・入職超過率＝+0.1ポイント（入職超過）⇔ +0.7（介護）

• また、同調査において（医師や看護師を含む）医療，福祉は
・入職率＝14.4％ ⇔ 14.8%（介護）
・離職率＝13.5％ ⇔ 14.1%（介護）
・入職超過率＝+0.9ポイント ⇔ +0.7（介護）

全産業との比較（令和3年度 雇用動向調査結果）
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離職者の勤続年数の内訳
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離職者を勤続年数の内訳で見た場合、２職種合計では「勤続3年未満」の離職者が
全体の約6割を占めている。
離職率を引き上げているのは、勤続年数の短い労働者が要因ともいえる。

勤続３年未満の離職者が全体の約６割（事業所調査）

35.6 33.3
40

33.1
36.7

23.9 24.5
22.8

21.1

25.2

40.5 42.2 37.3 45.8 38.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2職種計 訪問介護員

無期雇用職員

介護職員

無期雇用職員

訪問介護員

有期雇用職員

介護職員

有期雇用職員

3年以上

の者

1年以上

3年未満

の者
1年未満の者



介護関係の仕事をやめた理由
（複数回答）
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介護関係の仕事をやめた理
由については、 全体では「職
場での人間関係に問題があっ
たため」が18.8％（16.6％）で上
位であった。

男女別で比較した場合、男性
では「自分の将来の見込みが
立たなかったため」が最も多く、
女性は「結婚・妊娠・出産・育児
のため」が昨年に引き続き最も
高かった。

男女で異なるやめた理由（労働者調査）

21.7

2.2

16.3

15.9

17.9

26.5

5.9

11.3

13.9

2.7

3.5

1.8

4.4

13.0

2.4

18.1

20.7

11.1

13.4

14.2

12.6

8.9

7.3

6.9

4.8

2.9

3.5

3.8

11.7

3.7

0 5 10 15 20 25 30

職場の人間関係に問題があったため

結婚・妊娠・出産・育児のため

法人や施設・事業所の理念や…

他によい仕事・職場があったため

収入が少なかったため

自分の将来の見込みがたたなかったため

新しい資格を取ったから

人員整理・勧告退職・法人解散…

自分に向かない仕事だったため

家族の介護・看護のため

病気・高齢のため

家族の転職・転勤…

定年・雇用契約の満了のため

その他

無回答

男性 女性

（％）
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受講した研修（労働者調査）

今の職場で受講した研修（複数回答）

採用時研修を受けた47.1％が受けない49.5％
を下回った。

全体的に、多くて6割ほどが研修を受けている
が、いずれもないが11.1％あった。

47.1

49.5

3.4

0 10 20 30 40 50 60

採用時研修を受けた

採用時研修を受けない

無回答

採用時研修の受講有無

71.0

25.2

59.4

29.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

安全衛生研修を受けた

安全衛生研修を受けない

身体拘束研修を受けた

身体拘束研修を受けない

安全衛生研修・身体拘束研修受講有無

（％） （％）

（％）

62.2

61.3

58.3

57.5

54.8

48.3

45.2

34.8

30.5

11.1

0 10 20 30 40 50 60 70

衛生管理（感染症・食中毒予防等）に

関する研修

高齢者虐待の防止に関する研修

緊急時の対応に関する研修

事故防止・発生時の対応に関する研修

身体拘束の関する研修

非常災害対策に関する研修

秘密保持に関する研修

苦情処理に関する研修

看取りに関する研修

いずれもない
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労働者の労働条件・仕事の
負担に関する悩み等におい
て、「人手が足りない」が昨
年度に続き最多である。

労働者の労働条件に関する
悩みは賃金よりも人手不足
が大きく上回っている。

「健康面（新型コロナウイル
ス等の感染症・怪我）の不安
がある」は、28.1％（昨年
20.5％）で、前年よりも８ポイ
ント近く増えた。

労働条件・仕事の悩み（労働者調査）

52.3

38.3

30.0

28.1

25.6

25.4

24.7

21.1

52.0

38.6

30.6

20.5

26.8

26.0

25.6

21.1

0 10 20 30 40 50 60

人手が足りない

仕事のわりに賃金が少ない

身体的負担が大きい

（腰痛や体力に不安がある）

健康面（新型コロナウイルスの

感染症・怪我）の不安

有給休暇が取り難い

業務に対する社会的評価が低い

精神的にきつい

休暇が取り難い

労働条件等の悩み・不安・不満等（複数回答・上位抜

粋）

令和３年度 令和２年度

（％）



労働者の年齢割合
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60歳以上の介護労働者を合
わせると15.9%(23.8％)と昨
年度より減っている。

最も高い年台は、40歳台、次
いで50歳台が多かった。

平均年齢は、47.7歳( 49.4

歳)で昨年度より、1.7歳下降
した。

また、65歳以上の労働者の

いる事業所の割合を見ると、「
介護職員」に高齢者がいる事
業所の割合が最も高く45.2％
であった。

高年齢労働者（事業所調査）

（％）
（ ）内は昨年度数値1.6 4.3

7.0

9.9

13.4

13.813.1

11.0

8.6

4.6

2.7

10.0

25歳未満 ２５歳未満３０歳以上

３０歳以上３５歳未満

３５歳以上４０歳未満

４０歳以上４５歳未満

４５歳以上５０歳未満５０歳以上５５歳未満

５５歳以上６０歳未満

６０歳以上６５歳未満

６５歳以上７０歳未満

７０歳以上 無回答

いる

68.0% 

いない
30.6% 

無回答
1.5% 

n=8,742

34.1 

7.7 

45.2 

29.8 

4.4 

1.6 

13.2 

28.7 

1.5 

0% 20% 40% 60%

訪問介護員

サービス提供責任者

介護職員

看護職員

生活相談員

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等

介護支援専門員

その他

無回答 n=5,942

６５歳以上の労働者のいる事業所の状況
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外国籍労働者の受け入れについて

6.2

87.9

2.3

93.0

0 20 40 60 80 100

受け入れている

受け入れていない

外国籍労働者の受け入れ状況

鳥取 全体

（％）

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

EPAによる受け入れ

在留資格（介護）

技能実習生

在留資格（特定技能１号）

留学生

受入れ方法

鳥取 全国
（％）

外国籍労働者を受け入れて
いる事業所は、全体でも6.2％
と少ない。

受入れ方法として、
「技能実習生」が多く、
鳥取では「技能実習生」のみ
の受け入れ。



（事業所調査）外国籍労働者の働きに関する評価
（複数回答）＜受け入れ別＞

19

外国籍労働者の働きに関する
評価では、受け入れている事業所
は「職場に活気がでる」、「利用者
が喜んでいる」等の評価が高く、
不安感は低いことがわかった。

そのうえで、「できる仕事に限り
がある」については、受け入れて
いる事業所が感じる今後の課題と
なる。

外国籍労働者に対する評価は高い（事業所調査、労働者調査）

（％）

59.1

53.0

48.2

45.7

42.8

36.2

17.9

19.0

10.4

8.4

8.5

2.6

44.2

72.1

46.5

48.8

37.2

39.5

27.9

25.6

25.6

11.6

11.6

7.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

利用者等との意思疎通において

不安がある

労働力の確保ができる

生活・習慣等の違いに

戸惑いがある

コミュニケーションが

とりにくい

できる仕事に限りがある

（介護記録・電話等）

事業所のルールが

理解できているか不安

業務が軽減される

職場に活気がでる

（活気がでると思う）

業務の見直しができる

利用者が喜んでいる

（喜ぶと思う）

特に気になることはない

その他

全体 鳥取
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感染症に対する業務継続の取り組み（平常時と緊急時）

78.7

70.1

56.5

59.2

51.7

43.9

35.8

10.6

17

26.1

21.2

27.2

33.4

39.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

緊急連絡先を定めている

感染症の蔓延時の対応の話し合いの機会を持つ

平時における研修・訓練の実施

緊急時に迅速に行動できるように周知する機会

誰が、何をするのか定めている

必要な物資を確保している

最新の知見を踏まえた計画、その定期的見直し

平常時

策定している 策定を検討中

73.0

65.6

59.4

55.7

41.3

28.6

12.4

19.6

21.8

23.0

35.8

43.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

全体の意思決定者を定めている

感染疑いが出た場合の対応を整理している

連絡フロー・情報伝達フローを定めている

各業務の担当を定めている

限られた職員数のため、業務の優先順位を整理

感染想定を作り、必要な職員を確保している

緊急時

策定している 策定を検討中

「平常時の取組み」では、「緊急連絡
先（事業所内、関係行政関係団体）
を定めている」が89.3％（「BCPを策
定している」+「策定を検討中」の合
計、以下すべて）で最も高く、次いで
「感染症のまん延時の対応について
の話し合いの機会を持つ」が87.1％
となっている（複数回答）

「緊急時の取組み」では、「全体の意
思決定者を定めている」が85.％で最
も多く、次いで「感染疑いが出た場
合の対応を整理している」85.2％と
続く。

（参考）
『令和２年度 介護労働実態調査 特別調査
新型コロナウイルス感染症における介護事業所
の実体調査』（２０２１年８月）

（％）

（％）
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自然災害に対する業務継続の取組み（平常時と緊急時）

76.7

63.6

59.7

51.7

57.4

42.9

49.5

35.5

35.9

11.6

21.9

23.4

28.8

21.7

34.3

27.6

38.7

38.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

緊急連絡先を定めている

自然災害発生時の対応について話し合う機会

平時における研修・訓練の実施

どの局面で、誰が、何をするかを定めている

緊急時に迅速に行動できるよう周知する

必要な物資（水・食料）の確保

大地震、水害に対する建物・設備ごとに点検

最新の知見を踏まえた計画、その定期的な見直し

ライフライン被災時の対応や代替策

平常時

策定している 策定を検討中

（％）

60.1

60.5

58.7

57.6

50.9

41.3

43.8

39.6

22.3

21.4

21.7

22.6

26.6

34.5

32.0

34.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

安否確認方法を定めている

災害発生時の初動対応を定めている

避難場所、避難方法を定めている

関係者と連絡フロー、情報伝達フローを決めている

各業務の担当を決めている

職員を守る態勢を定めている

職員の参集基準を決めている

災害時に利用者の命を守る最低限の業務を整理して…

緊急時

策定している 策定を検討中

（％）

「平常時の対応の取組み」では、
「緊急連絡先（事業所内、関係行
政、関係団体）を定めている」が
88.3％（「BCPを策定している」+
「策定を検討中」の合計、以下すべ
て）で最も高く、次いで「自然災害
発生時の対応についての話し合い
の機会を持つ」が85.2％となってい
る。

「緊急時の取組み」では、「安否確
認方法を定めている」が82.4％とな
っている。次いで「災害発生時の初
動対応（安全確保・被害点検）を定
めている」が81.9％となっている。

（参考）『令和３年度 介護労働実態調査 特
別調査
介護事業所における自然災害経験を活かした
BCP
（業務継続計画）の策定』（２０２２年９月）
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業務継続計画（BCP）策定の支援情報の活用

9.0

8.4

14.0

7.7

10.2

7.0

27.2

25.2

33.5

26.8

27.3

28.6

32.3

32.6

35.0

33.0

29.3

29.6

27.4

29.5

14.8

28.9

29.6

28.9

4.1

4.4

2.7

3.5

3.6

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

訪問系

施設系（入所型）

施設系（通所型）

居住系

居宅介護支援

（介護保険サービス系型別

活用している 閲覧したことがある 知っているが

閲覧したことはない

知らなかった 無回答

厚生労働省ホームページに掲載されている研修動画サイト「介護施設・事業所における
業務継続計画（BCP)作成支援に関する研修」について、「活用している」が9.0％、
「閲覧したことがある」が27.2％、「知っているが閲覧したことがない」が32.3％
「知らなかった」が27.4％となっている。

介護保険サービス系型別でみると、居住系を除く区分では「知っているが閲覧したことは
ない」が最も高くなっている。施設系（入所型）は「知らなかった」が14.8％で、他の
区分と比べて低くなっている。
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ICT活用状況

ICT機器の活用状況（複数回答）
ICT機器の活用状況は、
「パソコンで利用者情報
（ケアプラン、介護記録等）
を共有している」が52.8％
（昨年50.4％）、「記録から
介護保険請求システムまで
一括している」が42.8％（同
39.1％）となっている。一方
「いずれも行っていない」は
22.0％（同25.8％）となって
いる。

介護保険サービス系型別で
みると、施設系（入所型）
では、「パソコンで利用者
情報（ケアプラン、介護記録
等）を共有している」が
71.1％で最も高く、他の
サービス系に比べても高く
なっている。一方、居宅介護
支援では「記録から介護保険
請求システムまで一括して
いる」が61.2％で、最も高く
他のサービスと比べても高く
なっている。

52.8

42.8

28.6

19.8

18.4

13.8

10.4

0.7

22

8.4

0 10 20 30 40 50 60

パソコンで利用者情報（ケアプラン・介護記録等）

を共有している

記録から介護保険請求システムまで一括している

タブレット端末等で利用者情報（ケアプラン・

介護記録等）を共有している

グループウエア等のシステムで事業所内の報告・

連絡・相談を行っている

給与計算・シフト管理・勤怠管理を一元化した

システムを利用している

情報共有システムを用いて他事業者と連携している

他の事業所とデータ連携によりケアプランや

サービス提供票等をやり取りするためのシステム

その他

いずれも行っていない

無回答

全体
（％）



本日は、有難うございました。

※ 介護労働実態調査結果の詳細は、当センターのHPをご参照願います。

http://www.kaigo-center.or.jp/report/index.html
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http://www.kaigo-center.or.jp/report/index.html

